
1111111' 

派遣労働者を受け入れる際には、派遣元（派遣会社）だけでなく、派遣先壱派遣労働者＠公

正な待遇の砲俣の危めに倒コな防相まなSな＂~応があります．
特に同一労働同一賃金を遵守していただくために、以下のポイントに留意してください．

派遣先が行わなければいけない対応

｜ω 糊元への蛾対象労働者の待遇などに関する情報提供

1 

情報提供則をせずに、派遣元と労働者派遣契約を締結す~ととはできません。

労働者派遣契約を締結する前に、派遣元に対し、 .tt較対象労働者の待遇管に闘する情報を提
供しなければなりま世ん．
また、派遣元が派遣労働者の公正な待遇を確保できるよう、派遣料金の配慮義務があります。

来 1 待遇決定方式※Zによって提供する情報が異なります．
※2 裏面2を毒事照ください．

l踏破対象労働者の週定滋

※労使協定方式の場合、選定は不要です，

「職務内容』と「職務内容と配置の変更範囲jが閉じ通常の労働者
「職務内容」が同じ通常の労働者
「業務内容jまたは『責任の程度』が同じ通常の労働者
「職務内容と配置の変更範囲」が同じ通常の労働者

①～④に相当するパート・有期雇用労働者
（短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との聞で聞編椅温が確保されている己とが

必要）

派遣労働者と同一職務の通常の労働者を新たに雇い入れたと仮定した場合の当該労働者
（満遍先の通常の閤働者との聞で撞切な待遇が確保されていることが必要）

次の①～⑥の優知順位で「出較対象労働者』を選定します

①

②

③

④

⑤

 

⑥ 

【派遣先均等・均衡方講】の場合：比較対象労働者に関する以下の事項

① 職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲と雇用形態
② 選定理由

③ 待遇の内容｛昇給、賞与などの主な衛且がない場合には、その旨を含む）

④ 待遇の性質と目的
⑤ 待遇決定に当たって考慮した事項

【労使協定方講】＠場合

① 業務に必要な能力を付与す否ための教育訓練
② 福利厚生施設（食室、休憩室、更衣室）の利用
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l問教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供

教育訓線の実施

派遣元の求めに応じて、派遣労働者に対してち業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練
を実施するなどの義務があります。

福利厚生施趣の利用機会の付与

派遣先の労働者が利用する福利厚生施設に関して以下の対応が必要です。
． 

派遣先の労働者が澗周する福利厚生施B I 派遣先に謀吉れ吾首萄
I 

食堂、休憩室、更衣室 l利用の機会を与える義務

I 

物晶販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、 l利用に関する便宜供与を講ずる
講室、娯楽室、運動場、体育館、保養施設などの施設 ，ょう配慮する義務

I 

情報提供

派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況などの情報を提
供するなど必要な協力をするように配慮する義務があります。

2 待遇決定方式について

派遣元で、以下のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の公正な待遇を確保します

派遣先均等・均衡方式

労使協定方主主

派遣先均等・均衡方式

！派遣先の通甫の労働者※との均等・均衡待遇

一定の要件を満たす労使協定による待遇

※無期雇用フルタイムで勤務する労働者

均等待遇
①職務内容※1、②職務内容・配置の変更範囲れが同じ場合、
差別的取扱いを禁止

均衡待遇
①職務内容※1、②職務内容・配置の変更範囲※2、③その他の事情の
相違を考慮して不合理な待遇差を禁止

※1職務内容とは、 I業務の内容」＋「責任の程度」をいいます。
※2職務内容・配置の変更範囲とは、 「人材活用の仕組みゃ運用等」をいいます。

労使協定方式

労使協定は派遣元で締結されますが、派遣先が実施する業務にlf)Bな教育訓練や、利用機舎
を与える食撞・休憩室・更衣室は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡が確保される必要
があります。

その他の規定について

このυーフレツトの内容は派遣労働者の同一労働同一賃金についての規定の一例で、
派遣先として対応すべき内容の全てを網羅したものではありません．
必要な情報は厚生労働省のウ工ブサイトをご確認ください．

｜ ご不明な点は、お近くの都道府県労働局へお問い合わせください I 




